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教育委員会 

令和８年４月定例会 

① 
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議  事   日  程 

 

日 程 １  教育委員会議事録の承認について   ……    Ｐ  ３ 

 

日 程 ２  第１２号報告  ………………………………   Ｐ  ４～ ６ 

        長崎市出島史跡整備審議会の審議結果に  

ついて  

 

日 程 ３  第１３号報告  ………………………………   Ｐ  ７～１０ 

        長崎市図書館運営協議会の審議結果につ  

いて  

 

日 程 ４  第１４号報告  ………………………………   Ｐ１１～１３  

        第３７期長崎市社会教育委員会議からの  

答申について  

 

日 程 ５  第２９号議案  ………………………………   Ｐ１４～１７  

        第３８期長崎市社会教育委員会議への諮  

問について  

 

日 程 ６  第３０号議案  ………………………………   Ｐ１８～２０ 

        長崎市教育委員会公告式規則の一部を改  

正する規則  

 

日 程 ７  第３１号議案  ………………………………   Ｐ２１～２５  

        長崎市学校給食共同調理場条例施行規則  

の一部を改正する規則  

 

日 程 ８  第３２号議案  ………………………………   Ｐ２６～２８ 

        日吉自然の家指定管理者候補者選定審査  

会委員の委嘱について  

 

日 程 ９  第３３号議案  ………………………………   Ｐ２９～３３ 

        長崎市公民館運営審議会委員の委嘱につ  

いて  

 

日 程 １０ 第１５号報告  ………………………………    別  冊 

        教育長が臨時に代理した事務の報告及び  

承認について（教職員の人事について）  

 

日 程 １１ 第１６号報告  ………………………………    別  冊 

        教育長が臨時に代理した事務の報告及び  

承認について（職員の人事について）  
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教育委員会議事録の承認について  

・令和８年２月５日定例会議事録案      ・・・別 添 

・令和８年２月２５日臨時会議事録案    ・・・別 添 
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第１２号報告 

   長崎市出島史跡整備審議会の審議結果について  

 令和８年３月２６日に開催した長崎市出島史跡整備審議会の審議結果

は、別紙のとおりです。  

 

  令和８年４月２４日提出  

長崎市出島史跡整備審議会  

                   会  長  姫 野 順 一 

理 由 

 長崎市出島史跡整備審議会の審議結果について、長崎市出島史跡整備審

議会規則第１０条の規定に基づき教育委員会に報告する。  
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「 別  紙 」 

第３０回  長崎市出島史跡整備審議会  審議結果  

１ 日 時 令和８年３月２６日（木）１４：００～１６：００  

２ 場 所 長崎市役所９階中会議室  

３ 出席者 委 員 ２３名中 １７名出席  

      事務局 ９名出席  

４ 報告事項 

（１）第Ⅳ期復元整備事業について  

（２）建造物の修理事業について  

（３）総括報告書の作成について  

（４）東側の整備に関する提言について  

（５）石垣カルテの作成について  

（６）その他  事業報告  

５ 審議事項  

（１）史跡「出島和蘭商館跡」の保護に関する提言  
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「 参 照 」 

○長崎市附属機関に関する条例（抜粋）  

 （設置）  

第２条 執行機関及び上下水道事業管理者（以下「執行機関等」という。）

は、別表第１のとおり附属機関を設置する。  

 〔 以下、略 〕 

別表第１（第２条関係）  

附属機関の属する 

執行機関等  

名称  担任事務  

〔 中  略 〕  

教育委員会  長崎市出島史跡整備審議会  

出島和蘭商館跡の整備に

関する重要事項の調査審

議に関すること。  

〔 以下、略  〕 

○長崎市出島史跡整備審議会規則（抜粋）  

（結果報告）  

第１０条  会長は、審議を終わったときは、速やかにその結果を教育委員

会に報告しなければならない。  

〔 以下、略  〕  
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第１３号報告 

   長崎市図書館運営協議会の審議結果について  

 令和８年３月１６日に開催した長崎市図書館運営協議会の審議結果は、

別紙のとおりです。  

  令和８年４月２４日提出  

 

長崎市図書館運営協議会   

会長   黒 木 香    

  理 由 

長崎市図書館運営協議会の審議結果について、長崎市図書館条例施行規

則第４１条の規定に基づき教育委員会に報告する。  
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「 別  紙 」 

長崎市図書館運営協議会の審査結果  

１ 日 時 令和８年３月１６日(月)１０：００～１２：００  

２ 場 所 長崎市立図書館３階 会議室  

３ 出席者 委 員   １０人中７人出席  

      事務局   教育総務部長、生涯学習施設課長、同課係長、

同課職員２人 

      指定管理者 市立図書館長、同副館長２人  

４ 審議概要  

 (1) 令和７年度事業実績について（令和７年７月～令和８年１月） 

 (2) 令和８年度事業計画について  

 (3) 主な施設整備について  

５ 主な意見  

(1) ネーミングライツに関する意見については、図書館ではなく市役所

で対応すべきではないか。また、ホームページの説明などで市民の

理解を得られるよう工夫をするといいのではないか。 

(2) 点字ブロックが閲覧室の中まで繋がっていない部分は、整備が必要

ではないか。  

(3) カスタマーハラスメントについて、ガイドラインの作成や職員のメ

ンタル面のサポートなどの対策が必要ではないか。  

(4) 市立図書館のホームページのＱ＆Ａは硬い印象を受ける。単なるル

ールの説明ではなく、よくある質問について柔らかい表現で説明す

るなどの工夫をすると、口頭や電話での質問や苦情が少なくなり職

員も楽になるのではないか。  

(5) ふれあいセンター等の図書室を担当する職員と図書館職員の共通
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理解を図るため、研修の場を設けてほしい。  
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「 参 照 」 

〇 長崎市図書館条例（抜粋）  

（図書館運営協議会の設置）  

第１９条  図書館の適切な運営に関し必要な事項を調査審議するため、長

崎市図書館運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。  

〔 以下、略  〕 

 

〇 長崎市図書館条例施行規則（抜粋）  

（運営協議会の審議結果の報告）  

第４１条  条例第１９条に規定する長崎市図書館運営協議会（以下「協議

会」という。）の会長は、協議会の審議が終わつたときは、速やかにそ

の結果を教育委員会に報告しなければならない。  

〔 以下、略  〕 
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第１４号報告 

 

   第３７期長崎市社会教育委員会議からの答申について  

 教育委員会からの諮問事項「地域でつながる社会教育の展開について」

の答申は、別紙のとおりです。  

 

令和８年４月２４日提出 

長崎市社会教育委員会議  

議 長  塩  月 悠 

 

理 由 

第３７期長崎市社会教育委員会議からの答申について、長崎市教育委員

会教育長事務委任規則第２条第２項の規定に基づき教育委員会に報告す

る。 
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「別 紙」 

長崎市社会教育委員会議の答申提出について  

１ 日 時 令和８年３月１９日  

２ 場 所 長崎市教育委員会教育長室  

３ 出席者 委 員 ９人中３人出席  

      教育長 教育総務部長  

      事務局 生涯学習企画課 課長、係長、職員  

４ 答 申 第３７期（令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで） 

     長崎市社会教育委員会議においては、教育委員会からの諮問事

項「地域でつながる社会教育の展開について」を受けて、社会

教育委員それぞれの立場から意見を出し合い、答申として取り

まとめがなされた。  

５ 詳細内容  別添のとおり  
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「 参 照 」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋）  

（教育長に委任する事務）  

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。  

 〔 中 略 〕 

２ 教育長は、前項の規定により委任された事項のうち、重要と認められ

るものについては、その事務の管理及び執行の状況を、教育委員会に報

告しなければならない。  

〔 以下、略 〕 
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第 ２ ９ 号議案 

 

   第 ３ ８ 期長崎市社会教育委員会議への諮問について  

 

長崎市社会教育委員会議に別紙の と お り 諮問する 。  

 

令和 ８ 年 ４ 月 ２ ４ 日提出 

 

                   長崎市教育委員会 

                   教育長    西  本  德  明 

 

 

 

   理  由 

社会教育法第 １ ７ 条第 1 項第 2 号の規定にかか る 、 社会教育委員への諮

問事項について 、 長崎市教育委員会教育長事務委任規則第 ５ 条の規定に よ

り 教育委員会の決定を経る ため 、 こ の議案を提出する 。  
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「 別  紙 」  

長教生   第  号 
令和  年  月  日 

 

長崎市社会教育委員会議   

議長   様 

                      長崎市教育委員会 

教育長  西本  德明 

                             

 

第 ３ ８ 期社会教育委員会への諮問について  

 

 こ の こ と について 、 社会教育法第 １ ７ 条第 1 項第 2 号の規定にかか る諮

問事項について貴会議の意見を求めます 。  

              

               記 

 

１  長崎市社会教育委員会議協議テーマ   

   「 こ ど も ・ 若者か ら高齢者まで多世代が参画し 、 交流で き る  

社会教育の推進をめざ し て 」  
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1  協議テーマ設定理由 

    第 ３ ７ 期 （ 令和 ６ ～ ７ 年度 ） の社会教育委員会議では 、 「 地域でつな

が る社会教育の展開について 」 の諮問に対し 、 多様化し た社会の複合的

な要因に よ り 地域のつなが り が希薄化する中 、 社会教育が地域コ ミ ュ ニ

テ ィ の再生 と 発展に寄与する重要性が示 された 。 特に 、 次代を担 う こ ど

もや若者が地域活動へ参画する こ と は 、 持続可能な地域づ く り の足掛か

り と し て不可欠であ る 。 し か し 、 現状では 、 少子化やラ イ フ ス タ イルの

変化に よ り 、 こ ど も や若者の多忙化や行事 ・ イベン ト 等への参加率の低

下 と い う 課題があ る 。  

一方で 、 地域のつなが り が強い市内各地の コ ミ ュ ニテ ィ 連絡協議会や

コ ミ ュ ニテ ィ ス ク ールな どでは 、 こ ど も の視点か ら地域を よ り 良 く する

ための提案が されてい る こ と や 、 大人 （ 保護者を含む ） が こ ど も の提案

を実現する ために動いてい る事例を確認する こ と がで き た 。 こ の こ と か

ら 、 こ ど もや保護者などの若い世代が地域の課題を解決する ために関わ

る こ と は地域住民のつなが り に と っ て重要であ る と 認識する と と も に 、

前期の会議において も 、 こ ど もや若者が主体的に参加で き る仕組みや多

世代交流の取組内容について多 く の話題になっ ていた 。  

こ れ ら を踏ま え 、 本期においては 、 こ ど も か ら高齢者まで全ての世代

が学び手 ・ 教え手 と し て社会教育に参画 し 、 交流する こ と に焦点を当て

る 。  

こ ど も や若者が主体的に参加で き る取 り 組みの検討や 、 多世代で一緒

に地域の課題解決に取 り 組む こ と で 、 地域コ ミ ュ ニテ ィ の再生 と 発展の

基盤 と な る社会教育の展開について考えてい く ために 、 本テーマを設定

する も の 。  
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「  参  照  」  

○社会教育法 （ 抜粋 ）  

（ 社会教育委員の職務 ）  

第 １ ７ 条  社会教育委員は 、 社会教育に関し教育委員会に助言する ため 、

次の職務を行 う 。  

⑴ 社会教育に関する諸計画を立案する こ と 。  

⑵ 定時又は臨時に会議を開き 、 教育委員会の諮問に応じ 、 こ れに対  

 し て 、 意見を述べる こ と 。  

⑶ 前 2 号の職務を行 う ために必要な研究調査を行 う こ と 。  

２  社会教育委員は 、 教育委員会の会議に出席し て社会教育に関し意見を

述べる こ と がで き る 。  

  〔  以下 、 略  〕  

 

○長崎市教育委員会教育長事務委任規則 （ 抜粋 ）  

（教育長の専決の例外）  

第５条 教育長は、委任された事務又は前条各号の規定により専決する事

務について、特に重要と認められるもの又は異例に属するもの若しくは

疑義があるものについては、教育委員会の決定を経なければならない。  

〔  以下 、 略  〕  
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第３０号議案 

長崎市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

 長崎市教育委員会公告式規則（昭和３１年長崎市教育委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第１項を次のように改める。 

第４条 前２条の公布又は公表は、市のホームページに設置した電子掲示場

（以下この規則において「電子掲示場」という。）に掲示して行う。ただ

し、天災その他やむを得ない事情により電子掲示場への掲示ができなくな

ったときは、市役所前の掲示場に掲示して行うことができる。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により電子掲示場に掲示を行うときは、併せて、市役所に設

置した電子計算機の映像面で電子掲示場の閲覧をすることができる措置を

とるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市教育委員会公告式規則の規定は、施行の日以後にする

公布又は公表について適用する。 

令和８年４月２４日提出 

長崎市教育委員会 

                   教育長   西 本 德 明 
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   理 由 

市民等の利便性の向上及び職員の事務の効率化を図るため、規則の公

布、規程等の公表の方法を見直したいため、長崎市教育委員会教育長事務

委任規則第２条第１項第７号の規定により、教育委員会の決定を経るた

め、この議案を提出する。 
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「参 考」 

・ 長崎市教育委員会公告式規則 新旧対照表    ・・・別  添 

 

「参 照」 

 ○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。 

〔中  略〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

〔以下、略〕 
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第３１号議案 

   長崎市学校給食共同調理場条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 長崎市学校給食共同調理場条例施行規則（平成１６年長崎市教育

委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表長崎市香焼学校給食共同調理場の項、長崎市伊王島学校給

食共同調理場の項及び長崎市三和学校給食共同調理場の項を削り、同表

中 

 「     

 長崎市北部学校給食センター 式見小学校、城山小学校、西

城山小学校、西町小学校、滑

石小学校、西浦上小学校、高

尾小学校、坂本小学校、大園

小学校、三原小学校、北陽小

学校、三重小学校、女の都小

学校、横尾小学校、小江原小

学校、虹が丘小学校、西山台

小学校、鳴見台小学校、桜が

丘小学校、神浦小学校、外海

黒崎小学校、西浦上中学校、

滑石中学校、横尾中学校、小

江原中学校、琴海中学校、外

海中学校 

  

 

 

 

 

 

 

 

を  

 

 

 

 

 

   」  
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 「     

 長崎市北部学校給食センター 式見小学校、福田小学校、西

城山小学校、西町小学校、滑

石小学校、大園小学校、北陽

小学校、三重小学校、畝刈小

学校、横尾小学校、小江原小

学校、虹が丘小学校、鳴見台

小学校、桜が丘小学校、神浦

小学校、外海黒崎小学校、形

上小学校、長浦小学校、村松

小学校、福田中学校、緑が丘

中学校、岩屋中学校、滑石中

学校、三重中学校、横尾中学

校、小江原中学校、琴海中学

校、外海中学校 

 

 

 

 

 

 

に  

 

 

 

 

 

   」  

改め、同表に次のように加える。 

長崎市中部学校給食センター 戸石小学校、古賀小学校、矢上

小学校、日見小学校、諏訪小学

校、桜町小学校、西坂小学校、

小島小学校、愛宕小学校、仁田

佐古小学校、大浦小学校、飽浦

小学校、朝日小学校、稲佐小学

校、城山小学校、西北小学校、
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西浦上小学校、高尾小学校、山

里小学校、坂本小学校、銭座小

学校、三原小学校、女の都小学

校、西山台小学校、橘小学校、

高城台小学校、東長崎中学校、

日見中学校、桜馬場中学校、長

崎中学校、丸尾中学校、淵中学

校、西浦上中学校、山里中学

校、橘中学校、三川中学校 

長崎市南部学校給食センター 茂木小学校、小ヶ倉小学校、土

井首小学校、深堀小学校、南陽

小学校、南長崎小学校、香焼小

学校、伊王島小学校、蚊焼小学

校、為石小学校、晴海台小学

校、川原小学校、小島中学校、

茂木中学校、大浦中学校、梅香

崎中学校、戸町中学校、土井首

中学校、深堀中学校、小ヶ倉中

学校、香焼中学校、伊王島中学

校、三和中学校 

 

第２条 長崎市学校給食共同調理場条例施行規則の一部を次のように改正

する。 

  第２条の表長崎市南部学校給食センターの項中「、大浦中学校」を削

る。 
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   附 則 

 この規則中第１条の規定は令和８年８月１日から、第２条の規定は令和

１０年４月１日から施行する。 

令和８年４月２４日提出 

長崎市教育委員会 

                   教育長   西 本 德 明 

 

   理 由 

川平町地内及び香焼町地内にそれぞれ建設中の共同調理場が近く完成す

るのに伴い、それぞれの対象となる学校を定める必要があるのと、施設の

老朽化の状況等を勘案し、長崎市香焼学校給食共同調理場、長崎市伊王島

学校給食共同調理場及び長崎市三和学校給食共同調理場を廃止するため、

また、大浦中学校を廃止することに伴い、対象校から削除する必要がある

ため、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号の規定に

より、教育委員会の決定を経るため、この議案を提出する。 
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「参 考」 

・ 長崎市学校給食共同調理場条例施行規則新旧対照表 ・・・別   添 

 

「参 照」 

○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。 

〔中  略〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

〔以下、略〕 
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